
新潟市とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との包括連携協定に係る取組み 

１ 障がい者スポーツの振興に関すること ２ 環境に関すること 

３ 産業の振興に関すること ４ 地域の安心・安全に関すること ５ シティプロモーションに関すること 

○ボランティアの派遣 
・障がい者スポーツ大会の運営ボランティアの派遣 
・市内小・中学校特別支援学級合同運動会へ 
 の運営ボランティアの派遣 
 
○体験会・講演会の開催 
・パラリンピアン等による講演会の開催 
・市内小・中学校児童生徒を対象とした 
 障がい者スポーツ体験会の開催 

○環境保全の取組みの促進 
・エコモビリティライフ推進事業への 
 参画、グループ企業への普及啓発 
・二酸化炭素排出量削減に向けた取組み 

○ビジネスセミナーの開催 
・中小企業向けのビジネスセミナー等の 
 開催 
 ①事業承継セミナー 
 ②税務関連セミナー 
 ③改正個人情報 
  保護法の対応 
 ④企業のBCP※策定に 
  係る支援 
       など 

○新潟の魅力やイベント情報の発信 
・社員（グループ社員含む）を対象と 
 した市産品、イベント情報など 
 地域の魅力の発信 
・グループ企業のHP等を活用した 
 イベント情報など地域の魅力の発信 

【目的】新潟市・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を 
    有効に活用した協働の取組みを推進することにより、地方創生の実現に資すること 

※協定に基づく取組みの内容は現時点で想定しているものであり、今後の協議・調整により変更となる可能性があります 

○交通安全対策の 
 推進 
・高齢者交通安全教室 
 における自動車運転 
 注意啓発 
 
○高齢者等の充実したライフ 
 スタイルへの支援に関すること 
・終活※に関する講演会、 
 セミナーの開催 など 

※終活：人生のエンディングを 
 考えることを通じ、自分を 
 みつめ、今をよりよく、 
 自分らしく生きる活動 

※BCP：災害などリスクが 
 生じたときに重要業務が 
 中断しないよう、事業継続 
 について準備しておく計画 


